
 

平成 30 年 11 月 19 日 

 

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました 

～中古福祉用具サプライを行うサービスの実施に係る 

古物営業法の取り扱いについて～ 
 

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事

業に関する照会に対して、国家公安委員会から回答がありました。 

 

1．「グレーゾーン解消制度」の活用結果 

（1）新事業の概要 

照会者は、福祉用具を介護事業者に供給する事業者です。事業から撤退を予定してい

る介護事業者（以下「撤退事業者」という。）が利用者に福祉用具を貸与している場合に

おいて、利用者が引き続き福祉用具を利用できるよう、照会者は撤退事業者から福祉

用具を買い取ります。続いて、照会者はこれを照会者が選定した別の介護事業者（以

下「選定事業者」という。）にレンタル及び販売し、その後、選定事業者が利用者にレン

タル及び転売します。本事業は、利用者がより安心して、またニーズに合う形で福祉用

具を利用できるようにすることを目的としています。 

 

（2）照会内容 

当該事業の実施において、照会者が撤退事業者から福祉用具を購入し、選定事業者

にレンタル及び販売するに当たり、購入した福祉用具を保管しその販売申込みの受付

窓口となる事業所は、本社が締結した売買契約に基づき、購入した福祉用具を選定事

業者に引き渡す業務を担うが、本事業所は、古物営業法第 3 条第 1 項の「営業所」に



 

該当しないことについて照会。 

 

（3）回答 

古物営業法を所管する国家公安委員会に確認した結果、以下の回答がなされました。 

 

・照会者の事業所は、古物営業法第22条第1項に規定する「古物の保管場所」であ

り、同法第2条第2項第1号に規定する「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を

受けて売買し、若しくは交換する営業」が行われる場所ではないことから、同法第3

条第1項に規定する古物商の「営業所」には当たらないと解して差し支えない。 

 

 詳細は別添の国家公安委員会の公表内容をご覧ください。 

 https://www.npsc.go.jp/policy/list/sankyouhou.html （外部リンク） 

 

2．「グレーゾーン解消制度」の概要 

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の

有無を、事業者が照会することができる制度です。 

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に

照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無につい

て、回答するものです（本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は

内閣総理大臣となります）。 

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断し

たものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。 

 

添付：規制所管大臣の公表の写し 

 

※1.(3)回答の内容については規制を所管する国家公安委員会（警察

庁）にお問い合わせください。 

 

（本プレスリリースのお問い合わせ先） 

 商務・サービスグループ 医療・福祉機器産業室長 富原  

担当者： 中島 

電 話：03-3501-1511（内線 4051） 

03-3501-1562（直通） 

 

（本制度のお問い合わせ先） 

 経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 福本 

担当者： 黒籔、三牧 

電 話：03-3501-1511（内線 2536～9） 

03-3501-1628（直通） 

 

https://www.npsc.go.jp/policy/list/sankyouhou.html

